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・相 談 日 4月13日㈫・27日㈫
 毎月 第 2・4 火曜日   
・相談場所 市立市民学習センター 104 研修室
・相談時間 10:00 ～ 15:30
☆要予約 相談日の１カ月前から受付
※ なお、定員に達した時点で受付は終了します。予約の際は、

お手元に基礎年金番号の分かるものをご用意ください。

《 浜田年金事務所　出張年金相談 》
　

・相 談 日 4月22日㈭　毎月 第 4 木曜日
・相談場所 浜田年金事務所
・相談時間 13:00 ～ 16:00
☆要予約 4月14日㈬までに予約
・予約方法  電話または FAX　※ 代理可
 （ 記載事項：住所、氏名、FAX番号、相談

内容、相談希望時間）

《 浜田年金事務所　手話による年金相談 》

※ 年金相談には、ご夫婦双方の年金手帳、年金証書、マイナンバー（個人番号）がわかるもの、本人確認ができる身分証明
書などをお持ちください。代理の方の場合には、委任状と、代理の方の本人確認ができる身分証明書（運転免許証等）
が必要です。（手続きによっては、金融機関への届出印や、実印が必要な場合があります。）

※浜田年金事務所で相談される場合も、電話で予約しておくとスムーズに相談できます。

〔年金相談の予約・問い合わせ先〕浜田年金事務所　☎ 0855-22-0670　  0855-23-0442

★ 令和 3 年度国民年金保険料
令和 3 年度国民年金保険料は 16,610 円／月です。（令和 2 年度より 70 円の引き上げになります）

★ 国民年金保険料は遅れずにきちんと納めましょう
国民年金は、老後やもしもの時にあなたの大きな支えとなります。保険料の納め忘れが続くと老後に年金を受
取ることができなくなるばかりか、納付が遅れることで障害年金や遺族年金を受取れない場合があります。も
しもの時に後悔することのないよう、保険料はきちんと納期内に納めましょう。（納期は翌月末で、２年経過す
ると時効により納められなくなります。）

★ 国民年金保険料の納付が困難なとき
国民年金には、申請により保険料納付が免除される制度や猶予される制度があります。納付が困難だからと
いってそのままにせず、年金手帳をご準備のうえ、お近くの年金事務所または市保険課（6 番窓口）で手続
きをしてください。

 　石見の夜神楽益田公演では、多くの市民の皆さま、観光客の皆さまに安心して石見神楽をお楽しみいただくため、

会場での検温、消毒、座席間の距離確保、換気などの新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。

　心躍らせるお囃子と迫力ある勇壮な舞をご堪能ください。

石見の夜神楽益田公演   ～ 今宵、集いし神々の舞 ～

毎公演終了後、衣裳を着た
社中員と記念撮影ができます !!

★ 日 時 毎週土曜日（8月7日を除く）開催！
 開場 /18：45　開演 /19：30　終演 /21：00
 【上期】令和 3 年 4 月～ 8 月
 【下期】令和 4 年 1 月～ 3 月
★ 場 所 益田駅前ビル EAGA 3 階　大ホール
★ 料 金 中学生以上 1,000 円
 小学生 500 円
 ※未就学児は無料
　　　　　※事前予約制（WEB または益田市観光協会で予約）
★ 企 画  対象日には、神楽グッズ抽選会を実施します。
★ 問い合わせ先　益田市石見神楽公演事業実行委員会
　　　　　　　　（一般社団法人益田市観光協会内）☎ 22-7120

WEB予約はこちら▶


